
横須賀市告示第 176号  

  平成 17年横須賀市告示第  114号（建築基準法に基づく中間検査に係る特定工

程及び特定工程後の工程の指定について）の全部を次のように改正し、令和８

年 10月１日から施行します。  

    令和８年７月 10日  

                                          横須賀市長   上  地  克  明  

１   中間検査を行う建築物  

    一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及

び規模のものとする。ただし、建築基準法（昭和 25年法律第  201号。以下

「法」という。）第７条の３第１項第１号に規定する工事の工程を含む建築

物、法第 68条の 20第１項に規定する認証型式部材等に係る建築物又は法第 85

条第６項若しくは第７項の規定による許可を受けた建築物を除く。   

(１ ) 法第６条第１項第１号に掲げる建築物で、建築基準法施行令（昭和 25年  

政令第  338号）第 16条第１項に規定するもの（国、都道府県及び建築主事  

を置く市が所有し、又は管理するものを含む。）   

(２ ) 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅の用途の  

部分（兼用住宅については、住宅の用に供する部分に限る。）の階数が２  

以上又は当該部分の床面積の合計が  200平方メートルを超える建築物  

２   中間検査を行う建築物の構造及び特定工程並びに特定工程後の工程  

    次の表のとおりとする。  

  

中間検査を  

行う建築物  

の構造  

特定工程  特定工程後の工程  

(１ ) 主要  

な構造が木  

造（在来軸  

組工法又は  

枠 組 壁 工 

法）   

屋根の小屋組工事及び構  

造耐力上主要な軸組の工  

事並びに枠組壁工法にあ  

っては、耐力壁の工事   

構造耐力上主要な軸組及び耐  

力壁を覆う外装工事（屋根ふ  

き工事を除く。）並びに内装  

工事   

 

 
 



 

(２ ) 主要  

な構造が鉄  

骨造  

鉄骨造の部分において、  

初めて工事を施工する階  

の建方工事  

構造耐力上主要な部分の鉄骨  

を 覆 う 耐 火 被 覆 を 設 け る 工 

事、壁の外装工事（屋根ふき  

工事を除く。）及び内装工事  

(３ ) 主要  

な構造が鉄  

筋コンクリ  

ート造（壁  

式鉄筋コン  

クリート造  

を含む。）   

階数が１の場合は屋根版  

及びこれを支持するはり  

の配筋工事、階数が２以  

上の場合は鉄筋コンクリ  

ート造の部分において、  

その最下階から数えた階  

数が２の主要構造部であ  

る床版及びこれを支持す  

るはりの配筋工事   

特定工程の配筋を覆うコンク  

リートを打ち込む工事   

(４ ) 主要  

な構造が鉄  

骨鉄筋コン  

クリート造  

鉄骨造の部分において、  

初めて工事を施工する階  

の建方工事   

構造耐力上主要な部分の鉄骨  

を覆うコンクリートを打ち込

む工事  

 

備考  この表において「主要な構造」とは、１の構造の場合はその構造  

を、２以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された  

部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの（最大のも  

のが２以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の  

構造）をいう。  

３  適用  

 この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後に法第６条第１項の

規定により確認の申請書を提出し、法第６条の２第１項に規定する確認を受

けるための書類を提出し、又は法第 18条第２項若しくは第４項の規定により

計画を通知する建築物（これらの建築物のうち、施行日以後に建築物の計画

の 変 更 に 関 し て の み こ れ ら の 規 定 に よ る 提 出 又 は 通 知 を す る 建 築 物 を 除

く。）について適用し、施行日前に法第６条第１項の規定により確認の申請

書を提出し、法第６条の２第１項に規定する確認を受けるための書類を提出



し、又は法第 18条第２項若しくは第４項の規定により計画を通知する建築物

については、なお従前の例による。  


